
『
日
本
書
紀
』
人
名
呼
称
表
記

類
別
と
そ
の
変
遷

伊

藤

匡

芳

平
成
二
十
八
年
十
月
十
日
発
行

皇
學
館
論
叢
第
四
十
九
巻
第
五
号

抜
刷



皇
學
館
論
叢

第
四
十
九
巻
第
五
号

平

成

二

十

八

年

十

月

十

日

﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼
称
表
記

類
別
と
そ
の
変
遷

伊

藤

匡

芳

□

要

旨

従
来
︑
﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼
称
法
の
研
究
で
は
︑
カ
バ
ネ
を
含
む
表
記
を
中
心
に
検
証
さ
れ
て
き
た
︒
本
稿
は
︑
カ
バ
ネ
以
外
に
も
︑
敬
称
・

役
職
や
︑
ウ
ヂ
名
・
個
人
名
を
省
く
呼
称
法
も
考
察
対
象
と
し
︑
よ
り
総
体
的
な
﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼
称
法
の
把
握
と
そ
の
変
遷
解
明
を
試
み
た
︒

大
筋
を
記
せ
ば
︑
呼
称
法
は
︑
ウ
ヂ
名
の
な
い
﹁
名
＋
敬
称
﹂
を
原
初
と
し
︑
敬
称
・
役
職
・
カ
バ
ネ
を
氏
名
に
後
付
す
る
尊
称
的
形
式
か
ら
氏

と
名
の
間
に
配
す
制
度
的
形
式
へ
の
移
行
を
想
定
︒
持
統
朝
以
降
︑
尊
称
的
古
形
式
が
正
史
・
公
文
書
か
ら
姿
を
消
す
が
︑
公
式
令
授
位
任
官
条

の
公
的
空
間
に
お
け
る
喚
辞
法
や
私
的
な
氏
族
系
譜
・
墓
誌
な
ど
で
依
然
尊
称
表
記
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

日
本
書
紀

人
名
呼
称
法

尊
称

ウ
ヂ

カ
バ
ネ
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緒

言

﹃
日
本
書
紀
﹄
の
敬
称
︵
宿
禰
な
ど
︶・
カ
バ
ネ
︵
臣
な
ど
︶・
役
職
︵
大
臣
な
ど
︶
を
含
ん
だ
人
名
呼
称
法
を
通
観
す
る
に
︑
大
伴
金
村

大
連
・
大
伴
金
村
連
︵
氏
＋
名
＋
□
︶
と
大
伴
大
連
金
村
︵
氏
＋
□
＋
名
︶
の
よ
う
に
︑
同
一
人
物
で
﹁
氏
＋
名
＋
□
﹂︵
逆
称
・
先
名
後
姓
︶

と
﹁
氏
＋
□
＋
名
﹂︵
順
称
・
先
姓
後
名
︵
1
︶

︶
の
混
用
事
例
が
散
見
さ
れ
る
︒
こ
の
表
記
の
違
い
が
意
味
す
る
も
の
は
何
か
︒

先
学
諸
氏
は
問
題
意
識
の
中
心
に
カ
バ
ネ
を
据
え
︑
氏
＋
名
＋
カ
バ
ネ
の
逆
称
・
先
名
後
姓
は
古
来
の
敬
譲
法
と
し
て
の
意
味
合
い
が

強
く
︵
2
︶

︑
名
＋
カ
バ
ネ
↓
氏
＋
名
＋
カ
バ
ネ
↓
氏
＋
カ
バ
ネ
＋
名
へ
移
行
し
て
き
た
︵
3
︶

と
す
る
︒
ま
た
︑
持
統
三
年
二
月
の
位
記
成
立
以
降
は

氏
＋
カ
バ
ネ
＋
名
の
順
称
・
先
姓
後
名
に
公
文
書
表
記
が
統
一
さ
れ
る
も
︑
公
式
令
授
位
任
官
条
の
喚
辞
な
ど
文
書
以
外
の
場
で
は
依
然

残
遺
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵
4
︶

︒
筆
者
も
︑
逆
称
の
敬
譲
的
用
法
︑
持
統
朝
以
降
の
公
文
書
の
呼
称
表
記
統
一
︑
令
制
喚
辞
法
へ
の
残
余

に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
︒
た
だ
︑
ウ
ヂ
に
付
帯
す
る
カ
バ
ネ
が
名
に
付
随
す
る
氏
＋
名
＋
カ
バ
ネ
を
︑
ウ
ヂ
に
付
す
氏
＋
カ
バ
ネ
＋
名

以
前
に
設
定
で
き
る
か
な
ど
の
呼
称
法
移
行
過
程
の
問
題
︑
カ
バ
ネ
以
外
の
敬
称
・
役
職
を
用
い
た
呼
称
法
や
︑﹁
名
＋
□
﹂・﹁
氏
＋
□
﹂・

﹁
氏
＋
□
＋
名
＋
□
﹂
表
記
と
の
関
係
な
ど
︑
細
部
へ
踏
み
込
ん
だ
考
察
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
︒
よ
っ
て
本
稿
で
は
︑﹃
日
本

書
紀
﹄
の
人
名
呼
称
関
連
表
記
全
般
を
対
象
に
分
類
分
析
し
︑
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

な
お
︑
旧
来
の
﹁
氏
＋
名
＋
□
﹂
を
逆
称
︑﹁
氏
＋
□
＋
名
﹂
を
順
称
と
す
る
形
式
名
称
に
は
︑
そ
の
順
序
に
主
観
的
判
断
が
含
ま
れ
る
︒

よ
っ
て
︑﹁
氏
＋
名
＋
□
﹂
型
か
ら
﹁
氏
＋
□
＋
名
﹂
型
へ
の
移
行
に
力
点
を
置
く
本
稿
で
は
︑
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
こ
の
名
称
は
用

い
な
い
︒
ま
た
︑
先
名
後
姓
・
先
姓
後
名
に
つ
い
て
も
︑
カ
バ
ネ
以
外
の
敬
称
・
役
職
を
含
む
形
式
も
対
象
と
す
る
た
め
そ
の
ま
ま
で
は

用
い
ず
︑
姓
を
除
い
た
﹁
先
名
型
﹂︵
氏
＋
名
＋
□
︶・﹁
後
名
型
﹂︵
氏
＋
□
＋
名
︶
と
す
る
︒
そ
の
他
︑
蘇
我
大
臣
稲
目
宿
禰
な
ど
先
名
型
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と
後
名
型
両
型
に
よ
る
表
記
は
﹁
融
合
型
﹂︑
武
内
宿
禰
な
ど
名
に
付
す
形
式
を
﹁
名
単
独
型
﹂︵
氏
を
省
略
し
た
形
式
は
含
ま
な
い
︶
︑
蘇

我
臣
な
ど
氏
に
付
し
て
個
人
を
あ
ら
わ
す
形
式
を
﹁
氏
単
独
型
﹂
と
す
る
︒

﹃
日
本
書
紀
﹄
に
見
え
る
人
名
呼
称
表
記
を
分
類
す
る
と
︵
︻
表
１
︼
を
参
照
︒
ま
た
︑
以
下
名
と
の
み
記
す
場
合
は
形
式
と
し
て
の
個
人
名
︑

氏
は
形
式
と
し
て
の
ウ
ヂ
名
を
示
す
︶︑

︵
１
︶
名
単
独
型
︵
名
＋
〔ａ
敬
称
︺
︶
⁝
一
五
三
例

︵
２
︶
先
名
型
︵
氏
＋
名
＋
〔ａ
敬
称
／
ｂ
役
職
／
ｃ
カ
バ
ネ
︺
︶
⁝
二
七
四
例

先
名
型
省
略
︵
名
＋
〔ａ
敬
称
／
ｂ
役
職
／
ｃ
カ
バ
ネ
︺
︶
⁝
一
四
一
例

︵
３
︶
後
名
型
︵
氏
＋
〔ｂ
役
職
／
ｃ
カ
バ
ネ
〕＋
名
︶
⁝
七
九
〇
例

︵
４
︶
融
合
型
︵
氏
＋
〔ｂ
役
職
／
ｃ
カ
バ
ネ
〕＋
名
＋
〔ａ
敬
称
︺
︶
⁝
一
二
例

︵
５
︶
氏
単
独
型
︵
氏
＋
〔ｂ
役
職
／
ｃ
カ
バ
ネ
︺
︶
⁝
約
一
三
〇
例
︵
個
人
名
使
用
の
み
︶

と
な
る
︒
以
下
︑︵
１
︶・︵
２
︶
の
名
に
付
属
す
る
名
系
統
と
︵
３
︶・︵
４
︶・︵
５
︶
の
氏
に
付
帯
す
る
氏
系
統
と
に
分
け
て
順
次
考
証

し
て
い
く
︒

﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼
称
表
記
︵
伊
藤
匡

︶

―39―
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α β α β

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

雄
略

清
寧

顕
宗

仁
賢

武
烈

継
体

安
閑
宣
化

欽
明

敏
達

用
明

崇
峻

推
古
舒
明

皇
極

孝
徳

斉
明

天
智

天
武
上

天
武
下

持
統

本文 分註

1 2(2 1 89 8

11(2

�
�
�
�
�
�
�

23 2

20 1

(1 1 9 2

15 4 2 140 13

3 2 13 153

11 1 1 2 2 2 6(2 2 41 2

47

�
�
�
�
�

2

2 2

1 3 1 1 1 10 4(1 1 22 1

68

�
�
�
�
�

8 4 2 7 2 4 2 5(1 3 3

�
�
�
�
�

43 1

1 1

2 1 2 5 5

1 4 1 2(1 1 2 6 3 4(1 11(1 2 15 2 1 55 3

154

8 4 (1 (1 4(1 5 3 3 1 11 9(1 (2 7 1 2 64 6

1 (1 3 1 2 8 1

2 1 2 5

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1 1

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

2

3 3

6 6

1 1

32 6 1 7 15 3 6 8 14 11 17 9 4 19 35 2 26 3 6 10 260 14

1 2 3 2 1 2 2 1 14 274

23 1 1 10(1 2(1 2(2 2 3 52 4
60

4

2 2 1 5
9

1 1(1 3 1

3 3 3

5(1 4(1 15 4(1 4 11 1(1 1 45 4

68
3 2 2 (2 10 2

4 1 5

2 1 3

32 1 6 15 2 1 16 11 2 6 5 11 5 1 130 11

1 1 1 2 2 1 1 2 11 141

1 4 5

29
1

�
�
�
�
�
�
�

7 6 1 7

�
�
�
�
�
�
�

22

1 1

1 1



﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼
称
表
記
︵
伊
藤
匡

︶
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β

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

神
武
綏
靖

安
寧

懿
徳
孝
昭
孝
安
孝
霊
孝
元
開
化

崇
神

垂
仁

景
行
成
務
仲
哀

神
功

応
神

仁
徳

履
中

反
正
允
恭
安
康

（１）

名単独型

（名□）

ａ
敬
称

宿禰 (1 1 1(1 10(2 7 1 3 22(1 19 8 1(1 11 1

使主

�
�
�
�
�
�
�

7 1 4

別 2 1 1 8 8(1

臣 1 6(1

計
本文 1 4 13 9 1 3 31 35 15 3 11 5

分註 1 1 2 1 1 1 1

（２）

先名型

（氏名□）

ａ
敬
称

宿禰 5 3 5 1

使主

�
�
�
�
�

1 1

別

ｂ
役
職

大臣

大連 2 1

大夫

ａｂ 宿禰大臣

ｃ
カ
バ
ネ

臣

連 1 3 1 1

君 1

公

直

真人

朝臣

(新)宿禰

計
本文 2 1 4 1 5 3 7 2 1

分註

先名型省略

（名□）

ａ
敬
称

宿禰 2 2 2 2

使主 4

ｂ
役
職

大臣

大連 1

ａｂ 宿禰大臣

ｃ
カ
バ
ネ

臣

連 2 1

君

直

計
本文 1 2 2 4 5 2

分註

ｂ
役
職

大臣

大連

内臣

博士

【表１】人名呼称法巻別分類表
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α β α β

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

雄
略

清
寧

顕
宗

仁
賢

武
烈

継
体

安
閑
宣
化

欽
明

敏
達

用
明

崇
峻

推
古
舒
明

皇
極

孝
徳

斉
明

天
智

天
武
上

天
武
下

持
統

本文 分註

1 1

761

10(2 2 2(2 5 2 11 1 10 16 5 12(2 24(2 5(2 8 35 25 2 177 10

6 1 1 3 1 3(1 4 13 4 15 15(2 15(7 6(2 35 37 10 175 13

2 2 1 1 2(1 2 4 6 4(1 8 15 6 3 59 4

3 6 6 15

4 3 4 5 1 2(2 3 2 1 8(1 (2 1 18 9 68 6

1 2 1 2 1 1 5 1 3 2 2 21

⎧
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎩

1 3 5 4 2 2 1 4 2 7 2 1

⎫
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎭

35

1 1 (1 1 2 2 1 2 2 3(1 6 11 2 34 2

5 1 1 1 3 2 13

6 1 7

8 11 19

24 47 72

10 13 23

1 7 8

31 1 3 3 21 13 1 30 15 6 18 48 18 34 68 26 30 126 144 100 755 35

2 1 2 1 1 2 2 5 12 3 35 790

8 1 1 10 10

1 1
2

1 1

1 1 8 1 1 12 0

1 1 2 1 1 11 5 1 23

51

1 2 1 7 3 1 1 16

1 1

1 1

1 2 3

7 7

9(1 (2 1 1 1 1 2 2 17 3

42

2 1 2 4 1 10

1 1 3 5

⎧
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎩

1 1 2

1 1

(1 1

1 1

2 2

2 1 1 3 6 4 17

37

1 1 3 6 1 12

1 1 2

1 2 3

1 1

1 1 2

14 2 1 3 8 3 4 4 5 10 5 19 30 6 10 1 2 126 4

1 2 1 4 130



﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼
称
表
記
︵
伊
藤
匡

︶
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β

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

神
武
綏
靖

安
寧

懿
徳
孝
昭
孝
安
孝
霊
孝
元
開
化

崇
神

垂
仁

景
行
成
務
仲
哀

神
功

応
神

仁
徳

履
中

反
正
允
恭
安
康

（３）

後名型

（氏□名）

ｃ
カ
バ
ネ

使主

臣 2

連 1 1 3(1 1

君 1 1(2 1

公

直 1 (1 3 2 1

史

首 1

造

村主

漢人

真人

朝臣

（新）宿禰

忌寸

計
本文 1 1 2 6 7 2

分註 1 2 1

（４）

融合型

（氏□名□）

ｂａ 大臣・宿禰

ｃａ
連・宿禰

君・宿禰

計

（５）

氏単独型

（氏□）

ｂ
役
職

大臣

大連

大夫

内臣

右大臣

内大臣

ｃ
カ
バ
ネ

臣

連

君

直

史

首

造

真人

ｃ
カ
バ
ネ
︵
闕
名
︶

臣

連

君

直

首

造

計
本文

分註

註１ （１）の臣は敬称としての臣。六雁臣・田狭臣・大樹臣などウヂ名成立以前のもの。
註２ カバネの「（新）宿禰」は天武新姓の「宿禰」のことを示す。
註３ 表中の括弧は、その形式の分布中心を大まかに示したもの。
註４ 巻上のα（中国系）・β（倭習）の分類は、森博達『日本書紀の謎』（中公新書、1999年）による。



一
︑
呼
称
表
記
の
分
類
︱
名
系
統
︱

︵
１
︶
名
単
独
型

名
単
独
型
ａ
︵
名
＋
〔ａ
敬
称
︺
︶
⁝
一
五
三
例

武
内
宿
禰
︵
四
一
例
︶・
野
見
宿
禰
︵
一
〇
例
︶・
根
使
主
︵
一
五
例
︶・
荒
田
別
︵
四
例
︶
な
ど
︑
ウ
ヂ
名
を
冠
さ
ず
名
に
敬
称
を
付
し

た
表
記
が
一
五
四
例
見
ら
れ
る
︒︻
表
１
︼
で
︑
分
註
を
除
け
ば
孝
元
紀
か
ら
雄
略
紀
ま
で
で
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
お
り
︑
他
表
記

に
比
し
て
古
い
︒
ウ
ヂ
名
・
カ
バ
ネ
以
前
の
呼
称
と
み
ら
れ
︑
も
っ
と
も
古
い
個
人
名
呼
称
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︵
5
︶

︒
ま
た
︑
政
治
的

地
位
の
高
い
個
人
名
に
敬
称
を
付
す
例
が
多
く
︑
尊
称
表
現
と
プ
レ
カ
バ
ネ
︵
6
︶

の
性
質
を
有
し
て
い
る
︒

五
世
紀
後
半
の
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
に
足
尼
︵
ス
ク
ネ
︶・
獲
居
︵
ワ
ケ
︶
と
︑
ウ
ヂ
名
・
カ
バ
ネ
以
前
の
︑
称
号
に
近
い
尊
称
︵
7
︶

が

見
え
︑
こ
の
種
の
名
に
敬
称
を
付
す
形
が
諸
呼
称
法
の
原
型
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
こ
の
銘
か
ら
は
︑
政
治
的
地
位
を
あ
ら

わ
す
と
と
も
に
︑
祖
先
へ
の
尊
称
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
︒

︵
２
︶
先
名
型
︵
氏
＋
名
＋
〔ａ
敬
称
／
ｂ
役
職
／
ｃ
カ
バ
ネ
︺
︶
⁝
二
七
四
例

先
名
型
ａ
︵
氏
＋
名
＋
〔ａ
敬
称
︺
︶
⁝
四
七
例

／
省
略
︵
名
＋
〔ａ
敬
称
︺
︶
⁝
六
〇
例

蘇
我
稲
目
宿
禰
な
ど
︑
前
述
の
敬
称
︵
宿
禰
・
使
主
・
別
︶
で
抽
出
し
た
形
式
︑
宿
禰
︵
四
三
例
︶・
使
主
︵
二
例
︶・
別
︵
二
例
︶
が
あ
る
︒

こ
の
先
名
型
ａ
か
ら
氏
を
省
略
し
た
名
＋
〔敬
称
︺︵
馬
子
宿
禰
な
ど
︶
も
六
〇
例
見
え
る
︒
こ
れ
は
︑
名
単
独
型
の
ウ
ヂ
名
が
存
在
し
な

い
時
期
に
個
人
名
へ
付
し
た
名
＋
〔敬
称
︺
と
は
︑
先
名
型
ａ
の
省
略
形
と
い
う
点
で
大
き
な
性
質
の
違
い
が
あ
る
︒﹃
日
本
書
紀
﹄
の
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人
名
呼
称
表
記
を
一
覧
す
る
に
︑
敬
称
を
用
い
る
場
合
︑
氏
を
省
略
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
名
を
省
く
こ
と
は
皆
無
で
あ
る
︵
8
︶

︒
名
に
付
属

さ
せ
る
の
が
通
常
で
あ
っ
た
遺
風
を
受
け
た
も
の
と
い
え
る
︒
ま
た
︑
氏
を
略
し
た
一
四
一
例
中
六
〇
例
︵
四
二
・
六
％
︶
が
名
＋
敬
称

で
あ
り
︑
氏
を
外
す
こ
と
へ
の
躊
躇
の
無
さ
が
一
段
と
見
て
と
れ
る
︒

『日
本
書
紀
﹄
内
で
の
使
用
範
囲
は
︑
神
功
紀
の
中
臣
烏
賊
津
使
主
か
ら
孝
徳
紀
の
蘇
我
稲
目
宿
禰
・
蘇
我
馬
子
宿
禰
ま
で
で
あ
る
が
︑

孝
徳
紀
の
二
例
は
物
語
の
会
話
内
で
の
登
場
で
あ
る
︒
実
態
は
崇
峻
紀
の
紀
男
麻
呂
宿
禰
・
蘇
我
馬
子
宿
禰
ま
で
で
切
れ
目
と
な
る
︒
時

代
分
布
を
他
の
呼
称
法
と
比
べ
て
み
る
と
︑
名
単
独
型
に
準
じ
て
古
く
︑
元
始
的
な
名
単
独
型
に
ウ
ヂ
名
を
加
え
た
単
純
な
形
式
で
あ
る

こ
と
か
ら
︑
ウ
ヂ
名
成
立
後
︑
名
単
独
型
に
ウ
ヂ
名
を
冠
し
て
使
用
さ
れ
出
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
敬
称
が
先
名
型
の
み
に

見
え
る
こ
と
も
︑
こ
の
型
が
ウ
ヂ
名
成
立
後
に
名
単
独
型
に
続
く
古
形
式
と
し
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
顕
示
し
て
い
る
︒

最
も
多
い
宿
禰
の
具
体
例
を
初
出
順
に
挙
げ
る
︒

応
神
紀
⁚
的
戸
田
宿
禰
︵
一
︑
仁
徳
紀
一
︶︑
紀
角
宿
禰
︵
二
︑
仁
徳
紀
二
︶︑
羽
田
矢
代
宿
禰
︵
一
︑
履
中
紀
一
︶︑
平
群
木
菟
宿
禰
︵
一
︑

履
中
紀
二
︶

履
中
紀
⁚
蘇
賀
満
智
宿
禰
︵
一
︶︑
物
部
大
前
宿
禰
︵
一
︑
安
康
紀
一
︶

雄
略
紀
⁚
紀
大
磐
宿
禰
︵
一
︶︑
紀
小
弓
宿
禰
︵
八
︶︑
蘇
我
韓
子
宿
禰
︵
一
︶︑
物
部
菟
代
宿
禰
︵
一
︶

顕
宗
紀
⁚
紀
生
磐
宿
禰
︵
一
︶

宣
化
紀
⁚
蘇
我
稲
目
宿
禰
︵
一
︑
孝
徳
紀
一
︶

欽
明
紀
⁚
紀
男
麻
呂
宿
禰
︵
二
︑
崇
峻
紀
二
︶

敏
達
紀
⁚
蘇
我
馬
子
宿
禰
︵
二
︑
崇
峻
紀
六
︑
用
明
紀
二
︑
孝
徳
紀
一
︶

宿
禰
は
紀
・
平
群
・
蘇
我
氏
な
ど
︑
武
内
宿
禰
系
の
有
力
者
を
主
と
し
た
用
法
で
あ
る
︒
物
部
氏
も
二
名
含
ま
れ
︑
菟
代
宿
禰
は
不
明
で

あ
る
が
︑
大
前
宿
禰
は
﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
巻
五
﹁
天
孫
本
記
﹂︵
以
下
︑﹃
天
孫
本
紀
』

︵
9
︶

︶
に
物
部
大
前
宿
禰
連
公
と
あ
る
︒
後
半
は
蘇
我

﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼
称
表
記
︵
伊
藤
匡

︶
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稲
目
・
馬
子
父
子
が
大
半
を
占
め
︑
馬
子
を
最
後
に
用
例
が
な
く
な
る
︒
こ
れ
を
も
っ
て
﹁
蘇
我
臣
﹂
使
用
を
馬
子
以
降
と
み
る
向
き
も

あ
る
︵
10
︶

︒
先
名
型
ｂ
︵
氏
＋
名
＋
〔ｂ
役
職
︺
︶
⁝
六
八
例
／
氏
を
省
略
⁝
九
例

蘇
我
稲
目
大
臣
な
ど
役
職
を
付
加
す
る
形
式
で
︑
垂
仁
紀
の
物
部
十
千
根
大
連
か
ら
天
武
紀
下
の
蘇
我
赤
兄
大
臣
ま
で
見
ら
れ
る
︒
内

訳
は
大
臣
二
三
例
︑
大
連
四
四
例
︑
大
夫
一
例
で
あ
り
︑
分
布
の
中
心
は
︑
雄
略
か
ら
崇
峻
紀
で
あ
る
︒
こ
の
形
式
は
︑
大
臣
や
大
連
な

ど
の
役
職
成
立
︵
11
︶

後
︑
敬
譲
表
現
と
し
て
先
名
型
ａ
の
呼
称
法
の
延
長
線
上
で
用
い
ら
れ
た
用
法
で
あ
ろ
う
︒
大
臣
の
六
三
・
六
％
︑
大
連

の
八
一
・
五
％
が
先
名
型
で
あ
る
こ
と
も
そ
の
裏
付
け
と
な
る
︒
さ
ら
に
︑
日
野
昭
氏
の
︑
蘇
我
馬
子
へ
の
敏
達
・
用
明
・
崇
峻
紀
の
宿

禰
︑
推
古
紀
の
大
臣
へ
の
統
一
を
も
っ
て
︑
敬
称
表
記
の
古
さ
と
役
職
表
記
の
新
し
さ
を
示
す
と
の
指
摘
︵
12
︶

も
参
考
と
な
る
︒

具
体
的
に
は
︑

大
臣

清
寧
紀
⁚
平
群
真
鳥
大
臣
︵
一
︶

継
体
紀
⁚
許
勢
︵
巨
勢
︶
男
人
大
臣
︵
二
︑
安
閑
紀
一
︶

敏
達
紀
⁚
蘇
我
馬
子
大
臣
︵
一
︑
崇
峻
紀
一
︶

孝
徳
紀
⁚
阿
倍
倉
梯
麻
︵
万
︶
呂
大
臣
︵
四
︑
天
智
紀
一
︶︑
蘇
我
︵
山
田
︶
石
川
万
侶
︵
麻
呂
︶
大
臣
︵
六
︑
天
智
紀
二
︶

天
智
紀
⁚
蘇
我
連
大
臣
︵
一
︶︑
蘇
我
赤
兄
大
臣
︵
一
︑
天
武
紀
下
一
︶

大
連

垂
仁
紀
⁚
物
部
十
千
根
大
連
︵
二
︶

履
中
紀
⁚
物
部
伊
莒
弗
大
連
︵
一
︶

雄
略
紀
⁚
大
伴
室
屋
大
連
︵
五
︑
清
寧
紀
五
︶︑
物
部
目
大
連
︵
三
︶

武
烈
紀
⁚
物
部
麁
鹿
火
大
連
︵
一
︑
継
体
紀
三
︑
安
閑
紀
一
︑
宣
化
紀
一
︶

継
体
紀
⁚
大
伴
金
村
大
連
︵
四
︑
安
閑
紀
一
︑
宣
化
紀
二
︑
欽
明
紀
一
︑
敏
達
紀
一
︶

欽
明
紀
⁚
物
部
尾
輿
大
連
︵
一
︶
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敏
達
紀
⁚
物
部
︵
弓
削
︶
守
屋
大
連
︵
五
︑
用
明
紀
三
︑
崇
峻
紀
三
︶

大
夫

敏
達
紀
⁚
中
臣
勝
海
大
夫
︵
一
︶

と
︑
宿
禰
が
武
内
宿
禰
系
を
中
心
に
使
用
さ
れ
た
の
に
比
べ
て
︑
大
伴
・
物
部
氏
な
ど
も
含
む
最
高
執
政
官
へ
の
尊
称
表
現
と
し
て
対
象

が
拡
大
し
て
い
る
︒﹃
天
孫
本
紀
﹄
物
部
氏
系
図
に
物
部
目
大
連
公
︑﹃
古
屋
家
家
譜
︵
13
︶

﹄
に
大
伴
室
屋
大
連
公
・
大
伴
金
村
大
連
公
︑﹃
紀

氏
家
牒
︵
14
︶

﹄
に
平
群
真
鳥
大
臣
・
物
部
守
屋
大
連
な
ど
と
あ
り
︑
王
権
の
要
職
に
あ
っ
た
祖
先
を
表
記
す
る
際
に
も
充
用
さ
れ
て
い
る
︒
こ

の
先
名
型
ｂ
の
場
合
も
︑
氏
を
省
略
し
て
名
＋
〔役
職
︺︵
九
例
︶
と
す
る
こ
と
が
あ
る
︒

先
名
型
ａ
ｂ
︵
氏
＋
名
＋
〔ａ
敬
称
︺︹
ｂ
役
職
︺
︶
⁝
五
例
／
氏
を
省
略
⁝
三
例

蘇
我
稲
目
宿
禰
大
臣
な
ど
︑
先
名
型
ｂ
と
先
名
型
ｃ
が
融
合
し
た
重
々
し
い
表
現
で
あ
る
︒
欽
明
紀
に
蘇
我
稲
目
宿
禰
大
臣
が
二
例
︑

崇
峻
紀
に
二
例
・
用
明
紀
に
一
例
の
蘇
我
馬
子
宿
禰
大
臣
と
︑
稲
目
・
馬
子
父
子
に
限
っ
て
見
え
︑
﹃
古
事
記
﹄
に
も
﹁
宗
我
之
稲
目
宿

禰
大
臣
﹂︵
欽
明
記
︶・﹁
稲
目
宿
禰
大
臣
﹂︵
用
明
記
︶
と
一
例
ず
つ
あ
る
︒
書
き
振
り
か
ら
し
て
︑
人
名
に
敬
称
が
付
け
ら
れ
た
先
名
型

ａ
に
︑
役
職
を
累
加
す
る
こ
と
で
こ
の
形
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
︑
敬
称
形
式
に
対
す
る
役
職
形
式
の
真
新
し
さ
を
物
語
ろ
う
︒
こ
の

後
付
を
重
ね
る
所
作
は
︑
称
号
を
名
の
下
に
配
す
る
こ
と
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
時
の
も
の
で
あ
り
︑
氏
に
付
帯
さ
せ
︑

さ
ら
に
氏
に
冠
す
る
よ
う
に
な
る
以
前
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
蘇
我
稲
目
・
馬
子
両
名
の
み
へ
の
適
用
状
況
か
ら
は
︑
こ
の
両
者
の
活

動
時
期
が
︑
敬
称
表
記
か
ら
役
職
表
記
へ
混
用
さ
れ
な
が
ら
移
行
す
る
期
間
と
も
解
せ
る
︒
ま
た
こ
の
形
式
で
は
︑
蘇
我
馬
子
宿
禰
大
臣

の
氏
省
略
型
と
し
て
の
み
三
例
見
え
る
︒

先
名
型
ｃ
︵
氏
＋
名
＋
〔ｃ
カ
バ
ネ
︺
︶
⁝
一
五
四
例

蘇
我
蝦
夷
臣
な
ど
カ
バ
ネ
を
付
す
形
式
で
︑
景
行
紀
の
大
伴
武
日
連
か
ら
持
統
紀
の
大
伴
御
行
宿
禰
ま
で
見
え
︑
分
布
は
雄
略
紀
と
武

烈
か
ら
天
智
紀
が
中
心
と
な
る
︒
氏
に
対
し
て
副
次
的
な
カ
バ
ネ
が
名
に
属
す
こ
の
形
式
は
︑
名
単
独
型
の
延
長
線
上
と
し
て
捉
え
る
べ

﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼
称
表
記
︵
伊
藤
匡

︶
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き
で
あ
ろ
う
︒
氏
を
省
い
た
名
＋
〔カ
バ
ネ
︺
が
六
八
例
見
え
る
こ
と
も
︑
名
に
付
随
し
て
い
る
証
左
で
あ
る
︒

一
五
三
例
と
事
例
が
多
く
全
て
を
例
示
す
る
こ
と
は
避
け
る
︒
巻
別
分
布
は
表
１
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
数
例
事
例
の
多
い
も
の
か
ら
順

に
あ
げ
る
と
︑

一
五
例
⁚
中
臣
鎌
子
︵
鎌
足
︶
連
︵
皇
極
紀
一
〇
︑
孝
徳
紀
五
︶

八
例
⁚
蘇
我
赤
兄
臣
︵
斉
明
紀
一
︑
天
智
紀
六
︑
天
武
紀
上
一
︶

七
例
⁚
巨
勢
徳
太
︵
陀
︶
臣
︵
孝
徳
紀
二
︑
皇
極
紀
四
︑
斉
明
紀
一
︶

五
例
⁚
物
部
目
連
︵
雄
略
紀
五
︶︑
中
臣
金
連
︵
天
智
紀
四
︑
天
武
紀
上
一
︶

四
例
⁚
大
伴
金
村
連
︵
全
て
武
烈
紀
︶

と
な
り
︑
権
力
中
枢
を
担
う
者
へ
の
用
例
が
多
い
︒
全
一
五
三
例
中
︑
八
一
・
七
％
が
臣
・
連
と
︑
王
権
内
で
高
い
政
治
的
地
位
に
あ
る

者
が
核
と
な
っ
て
お
り
︑
先
名
型
ｃ
は
上
部
支
配
者
層
へ
の
尊
称
と
言
え
る
︒
ま
た
︑︻
表
２
︼
か
ら
は
︑
年
代
が
下
る
に
つ
れ
て
高
位

に
限
定
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
︒
尊
称
で
称
呼
さ
れ
る
も
の
が
よ
り
上
層
部
に
限
ら
れ
て
い
く
過
程
は
︑
令
制
整
備
と
と
も
に

厳
格
な
階
層
化
が
進
行
し
て
い
く
過
程
と
適
合
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
形
式
は
︑
古
系
譜
に
も
用
例
が
あ
り
︑﹃
天
孫
本
紀
﹄
物
部
氏
系
図
︵
物
部
麁
鹿
火
連
公
︵
15
︶

な
ど
︶・
尾
張
氏
系
図
︵
尾
治
弟
彦
連
な
ど
︶・

﹃
丹
生
祝
氏
本
系
帳
︵
16
︶

﹄︵
丹
生
麻
呂
首
︶
に
先
名
型
ｃ
が
︑
氏
省
略
型
が
﹃
和
邇
部
系
図
︵
17
︶

﹄︵
日
爪
臣
な
ど
︶・﹃
伊
福
部
臣
古
志
︵
18
︶

﹄︵
阿
佐
臣
な
ど
︶

と
︑
祖
先
へ
の
尊
称
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
先
名
型
が
過
去
に
お
け
る
有
力
人
物
へ
の
尊
称
と
し
て
だ
け
で
な
く
︑
後
世
に
お
い
て

氏
族
内
の
祖
先
へ
の
敬
譲
表
現
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
お
さ
え
て
お
く
べ
き
で
あ
る
︒
ウ
ヂ
を
代
表
す
る
祖
先
へ
は
猶
更
で
あ
っ

た
ろ
う
し
︑
単
に
祖
先
と
い
う
一
義
で
尊
称
を
適
用
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

天
武
紀
以
降
の
先
名
型
ｃ
・
後
名
型
ｃ
全
体
に
お
け
る
割
合
を
見
る
に
︑
先
名
型
ｃ
一
二
・
四
％
︑
後
名
型
ｃ
四
八
・
七
％
と
︑
後
名
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日
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﹄
人
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呼
称
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記
︵
伊
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︶
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【表２】各位階別にみた先名型・後名型の分布

推古11年 大化５年 天智３年 天武１４年 大宝令制

冠位
後名
(氏□名)

先名
(氏名□)

冠位
後名
(氏□名)

先名
(氏名□)

冠位
後名
(氏□名)

先名
(氏名□)

冠位
後名

（氏□名）
先名
(氏名□)

冠位

大織 大織 正大壱 正一位

小織 小織 正広壱 従一位

正大弐

大縫 大縫 正広弐 正二位

小縫 小縫 正大参 従二位

正広参 1 1

大紫 大紫 1 正大肆 正三位

小紫 2 小紫 1 正広肆 従三位

大徳 大花上
大錦上 2 6 直大壱 1 1 正四位上

大錦中 1 直広壱 2 正四位下

小徳 10 1 大花下 2
大錦下 3 直大弐 2 従四位上

直広弐 2 従四位下

大仁 2 小花上
小錦上 2 直大参 6 正五位上

小錦中 7 直広参 7 正五位下

小仁 小花下 1 1
小錦下 18 (1 直大肆 6 従五位上

直広肆 21 従五位下

大礼 1 大山上 1

大山上 4
勤大壱

正六位上
勤広壱

勤大弐 2
正六位下

大山中
勤広弐

小礼 大山下 3

勤大参
従六位上

勤広参

大山下 3
勤大肆

従六位下
勤広肆 1

大信 小山上 1

小山上
務大壱

正七位上
務広壱

務大弐 2
正七位下

小山中 1
務広弐

小信 小山下 1

務大参 1
従七位上

務広参

小山下 5
務大肆 1

従七位下
務広肆

大義 大乙上 1
大乙上 2 追大壱

正八位上
大乙中 1 追広壱

小義 大乙下
大乙下 2 追大弐 1

正八位下
追広弐

大智 小乙上
小乙上 1 追大参

従八位上
大乙中 追広参

小智 小乙下 1
小乙下 1 追大肆

従八位下
追広肆

註１ 各位階の対応は、岩波文庫版『日本書紀５』巻末の付表・付録によった。
註２ ｢直広肆八口朝臣音橿」など、位階を冠した先名型・後名型のみの分布である。ただし、推測にとどまるも

のについては省いてある。



型
に
統
一
さ
れ
て
い
く
傾
向
に
あ
る
︒
そ
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
︑
先
名
型
ｃ
一
九
例
は
先
名
型
の
特
性
を
示
す
素
材
と
な
ろ
う
こ
と
か

ら
︑
以
下
順
に
見
て
い
く
︒

天
武
紀
上
三
例
は
︑
壬
申
の
乱
以
前
に
吉
野
宮
に
向
か
う
大
海
人
皇
子
を
見
送
る
記
事
に
︑
左
大
臣
蘇
賀
赤
兄
臣
・
右
大
臣
中
臣
金
連
・

大
納
言
蘇
賀
果
安
臣
と
見
え
る
︒
近
江
朝
首
脳
陣
三
名
は
天
智
紀
で
は
赤
兄
︵
七
︶・
金
︵
四
︶・
果
安
︵
二
︶
全
て
先
名
型
ｃ
表
記
で
あ
る
︒

天
武
紀
上
内
の
壬
申
紀
で
は
赤
兄
︵
一
︶・
金
︵
二
︶・
果
安
︵
四
︶
全
て
後
名
型
ｃ
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
︑
天
武
紀
上
の
先
名
型

ｃ
三
例
は
天
智
紀
に
用
い
た
天
智
朝
関
連
資
料
と
同
類
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
︒

次
に
︑
天
武
紀
下
に
あ
る
六
例
は
︑﹁
坂
本
財
臣
卒
﹂﹁
物
部
雄
君
連
忽
発
病
而
卒
﹂﹁
大
三
輪
眞
上
田
子
人
君
卒
⁝
謚
曰
大
三
輪
神
眞

上
田
迎
君
﹂﹁
大
伴
杜
屋
連
卒
﹂
と
全
て
薨
卒
記
事
で
あ
る
︒
諸
氏
族
な
ど
の
薨
卒
伝
を
利
用
し
た
た
め
︑
先
名
型
で
記
さ
れ
た
氏
族
の

も
の
が
そ
の
ま
ま
残
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
墓
誌
︵
次
章
二
節
︶
に
こ
の
型
式
が
多
く
見
え
る
こ
と
も
そ
の
傍
証
と
な
る
︒

た
だ
し
︑
持
統
紀
は
そ
う
単
純
に
は
い
か
な
い
︵
19
︶

︒
三
年
正
月
・
六
月
の
筑
紫
大
宰
と
し
て
の
粟
田
真
人
朝
臣
記
事
二
例
は
︑
筑
紫
大
宰

以
前
の
天
武
紀
上
に
は
二
例
と
も
後
名
型
ｃ
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
大
宰
府
関
連
の
史
料
を
用
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う

か
︒
ま
た
︑
四
年
正
月
の
即
位
儀
礼
に
お
い
て
︑
大
盾
を
樹
て
る
物
部
麻
呂
朝
臣
︑
天
神
寿
詞
を
読
ん
だ
中
臣
大
嶋
朝
臣
︑
賀
騰
極
を
奏

上
し
た
丹
比
嶋
真
人
・
布
勢
御
主
人
朝
臣
の
四
例
み
え
る
︒
儀
礼
の
場
で
あ
る
こ
と
︑
物
部
麻
呂
・
中
臣
大
嶋
が
旧
姓
で
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
︑
儀
礼
記
録
の
記
載
を
そ
の
ま
ま
登
載
し
た
も
の
と
推
量
さ
れ
る
︒
中
臣
大
嶋
に
続
い
て
神
璽
剣
鏡
を
奏
上
し
た
忌
部
宿
禰
色

夫
知
は
後
名
型
ｃ
で
表
記
さ
れ
︑
位
階
の
高
下
に
よ
る
儀
礼
の
場
で
の
称
呼
法
の
違
い
が
想
定
さ
れ
よ
う
︒
後
述
の
公
式
令
授
位
任
官
条

で
は
︑
御
前
に
お
け
る
授
位
任
官
時
以
外
の
人
名
称
呼
法
に
は
先
名
型
が
と
ら
れ
て
お
り
︑
本
四
例
は
そ
の
前
身
と
も
考
え
得
る
︒
そ
の

他
︑
四
年
七
月
の
丹
比
嶋
真
人
の
授
位
︵
正
広
参
︶
任
官
︵
右
大
臣
︶︑
五
年
正
月
の
丹
比
嶋
真
人
︵
三
百
戸
︶・
布
勢
御
主
人
朝
臣
︵
八
十
戸
︶・

大
伴
御
行
宿
禰
︵
八
十
戸
︶
加
封
記
事
の
四
例
あ
る
︒︻
表
３
︼
の
よ
う
に
大
臣
任
官
記
事
は
雄
略
紀
三
例
と
皇
極
紀
一
例
を
除
い
て
先
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名
型
で
あ
り
︑
先
名
型
を
基
軸
と
し
た
補
任
記
録
の
存
在
︵
20
︶

と
と
も
に
︑
議
政
官
任
命
時
の
呼
称
法
が
先
名
型
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
よ

う
︒
加
え
て
︑
授
位
任
官
な
ど
の
儀
礼
時
に
尊
称
と
し
て
先
名
型
で
称
呼
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
︑
公
式
例
授
位
任
官
条
と
の
関
係
が
推

さ
れ
る
︒

﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼
称
表
記
︵
伊
藤
匡

︶
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【表３】『日本書紀』にみえる最高執政官補任記事

巻数 天皇 人物 役職 形式

12 履中

平群木菟宿禰

執国事
先名型ａ

蘇賀満智宿禰

物部伊莒弗大連 先名型ｂ

14 雄略

平群臣真鳥 為大臣

後名型ｃ大伴連室屋
為大連

物部連目

15 清寧
大伴室屋大連 大連

並如故 先名型ｂ
平群真鳥大臣 大臣

16 武烈
大臣平群真鳥臣 専擅国政

先名型ｃ
大伴金村連 為大連

17 継体

大伴金村大連 為大連

並如故 先名型ｂ許勢男人大臣 為大臣

物部麁鹿火大連 為大連

18

安閑
大伴金村大連 為大連

並如故 先名型ｂ
物部麁鹿火大連 為大連

宣化

大伴金村大連 為大連
並如故 先名型ｂ

物部麁鹿火大連 為大連

蘇我稲目宿禰 為大臣 先名型ａ

阿倍大麻呂臣 為大夫 先名型ｃ

19 欽明

大伴金村大連
為大連

並如故
先名型ｂ

物部尾輿大連

蘇我稲目宿禰大臣 為大臣 先名型ａｂ

20 敏達
物部弓削守屋大連 為大連 如故 先名型ｂ

蘇我馬子宿禰 為大臣 先名型ａ

21
用明

蘇我馬子宿禰 為大臣
並如故

先名型ａ

物部弓削守屋連 為大連 先名型ｃ

崇峻 蘇我馬子宿禰 為大臣 如故 先名型ａ

23 舒明 蘇我蝦夷臣 為大臣 先名型ｃ

24 皇極 蘇我臣蝦夷 為大臣 如故 後名型ｃ

25 孝徳

阿倍内摩呂臣 為左大臣

先名型ｃ蘇我倉山田石川麻呂臣 為右大臣

中臣鎌足連 為内臣

巨勢徳陀古臣 為左大臣
先名型ｃ

大伴長徳連 為右大臣

27 天智

蘇我赤兄臣 為左大臣

先名型ｃ

中臣金連 為右大臣

蘇我果安臣

為御史大夫巨勢人臣

紀大人臣

30 持統 丹比嶋真人 為右大臣 先名型ｃ



二
︑
呼
称
表
記
の
分
類
︱
氏
系
統
︱

︵
３
︶
後
名
型
︵
氏
＋
〔ｂ
役
職
／
ｃ
カ
バ
ネ
〕＋
名
︶
⁝
七
九
〇
例

後
名
型
ｂ
︵
氏
＋
〔ｂ
役
職
〕＋
名
︶
⁝
二
九
例

蘇
我
大
臣
蝦
夷
な
ど
と
︑
氏
と
名
の
間
に
役
職
を
配
す
形
式
で
︑
雄
略
紀
の
大
伴
大
連
室
屋
か
ら
孝
徳
紀
の
高
向
博
士
黒
麻
呂
ま
で

二
九
例
見
ら
れ
る
が
︑
後
名
型
七
九
一
例
の
内
三
・
七
％
に
過
ぎ
な
い
︒
後
名
型
の
う
ち
︑
主
要
な
表
記
法
で
は
な
か
っ
た
と
み
え
︑
後

名
型
が
こ
の
後
名
型
ｂ
に
発
す
る
と
は
考
え
に
く
く
︑
次
の
後
名
型
ｃ
に
後
発
す
る
形
式
で
あ
ろ
う
︒
以
下
事
例
を
列
挙
す
る
︒

大
臣

継
体
紀
⁚
許
勢
大
臣
男
人
︵
一
︶

皇
極
紀
⁚
蘇
我
大
臣
蝦
夷
︵
四
︶

大
連

雄
略
紀
⁚
大
伴
大
連
室
屋
︵
一
︑
継
体
紀
一
︶

継
体
紀
⁚
大
伴
大
連
金
村
︵
三
︑
安
閑
紀
四
︑
欽
明
紀
三
︶︑
物
部
大
連
麁
鹿

火
︵
三
︑
宣
化
紀
一
︶

安
閑
紀
⁚
物
部
大
連
尾
輿
︵
二
︑
欽
明
紀
四
︶

内
臣

推
古
紀
⁚
阿
倍
内
臣
鳥
︵
一
︶

／

博
士

孝
徳
紀
⁚
高
向
博
士
黒
麻
呂
︵
一
︶

前
述
先
名
型
ｂ
の
大
臣
・
大
連
と
見
比
べ
る
と
︑
先
名
型
は
雄
略
紀
か
ら
多
く
見
え
︑
継
体
紀
以
降
に
分
布
の
中
心
が
あ
る
後
名
型
の
新

し
さ
が
判
然
と
す
る
︒
大
伴
氏
内
で
︑
大
伴
室
屋
が
先
名
型
一
一
例
︵
先
名
型
ｂ
一
〇
︑
先
名
型
ｃ
一
︶
・
後
名
型
三
例
︵
後
名
型
ｂ
二
︑
後

名
型
ｃ
一
︶︑
二
代
下
る
大
伴
金
村
が
先
名
型
一
三
例
︵
先
名
型
ｂ
九
︑
先
名
型
ｃ
四
︶・
後
名
型
一
〇
例
︵
全
て
後
名
型
ｂ
︶
と
︑
時
代
が
下

る
と
後
名
型
が
多
く
な
る
こ
と
も
こ
の
形
式
の
真
新
し
さ
を
示
す
︒

後
名
型
ｃ
︵
氏
＋
〔ｃ
カ
バ
ネ
〕＋
名
︶
⁝
七
六
一
例

蘇
我
臣
蝦
夷
な
ど
の
カ
バ
ネ
を
配
置
す
る
呼
称
表
記
で
あ
る
︒
景
行
紀
の
諸
県
君
泉
媛
か
ら
持
統
紀
の
巨
勢
朝
臣
粟
持
ま
で
七
六
一
例
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と
後
名
型
の
九
六
・
三
％
︑
先
名
・
後
名
・
融
合
型
を
合
わ
せ
た
全
体
一
〇
七
六
例
の
中
で
も
七
〇
・
七
％
と
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼

称
表
記
の
大
半
を
占
め
る
形
式
で
あ
る
︒
雄
略
紀
以
降
に
多
く
見
え
︵
21
︶

︑
中
で
も
︑
天
武
紀
上
下
・
持
統
紀
で
三
七
〇
例
と
後
名
型
ｃ
の

四
八
・
七
％
を
占
め
︑
制
度
的
な
新
姓
適
用
後
に
お
け
る
統
一
感
が
漂
う
︒
カ
バ
ネ
を
用
い
た
先
名
型
と
カ
バ
ネ
別
占
有
率
を
比
較
す
る

と
︑
臣
・
連
が
四
九
・
二
％
と
明
ら
か
に
低
く
︑
低
位
の
カ
バ
ネ
の
ほ
と
ん
ど
が
後
名
型
を
と
っ
て
い
る
︒

紙
幅
上
七
六
一
例
全
て
を
逐
一
検
証
で
き
ず
︑
全
体
の
傾
向
は
表
１
に
譲
り
︑
先
名
型
ｃ
同
様
出
現
数
の
順
に
数
例
示
す
︒

九
例
⁚
中
臣
︵
藤
原
・
葛
原
︶
連
中
嶋
︵
天
武
紀
下
六
︑
持
統
紀
三
例
︶

七
例
⁚
蘇
我
臣
入
鹿
︵
全
て
皇
極
紀
︶︑
伊
吉
︵
壱
岐
︶
連
博
徳
︵
斉
明
紀
四
︹
全
て
分
註
の
書
名
︺︑
天
智
紀
一
︑
持
統
紀
二
︶︑
物
部
︵
石
上
︶

連
麻
呂
︵
天
武
紀
上
一
︑
天
武
紀
下
四
︑
持
統
紀
二
︶

六
例
⁚
坂
合
︵
境
︶
部
連
石
︵
磐
︶
積
︵
孝
徳
紀
一
︑
天
智
紀
二
︑
天
武
紀
下
二
︶︑
多
臣
品
治
︵
天
武
紀
上
四
︑
天
武
紀
下
一
︑
持
統
紀
一
︶

五
例
⁚
守
君
大
石
︵
斉
明
紀
三
︑
天
智
紀
二
︶︑
大
伴
連
︵
宿
禰
︶
御
行
︵
天
武
紀
下
二
︑
持
統
紀
三
︶︑
田
中
朝
臣
法
麻
呂
︵
全
て
持
統
紀
︶

四
例
⁚
倭
直
吾
子
籠
︵
仁
徳
紀
一
︑
履
中
紀
二
︑
允
恭
紀
一
︶︑
穂
積
臣
押
山
︵
全
て
継
体
紀
︶︑
河
辺
臣
瓊
缶
︵
欽
明
紀
四
︶︑
高
向
史
︵
漢
人
︶

玄
理
︵
推
古
紀
一
︑
舒
明
紀
一
︑
孝
徳
紀
二
︶︑
穂
積
臣
咋
︵
嚙
)︵
全
て
孝
徳
紀
︶
︑
塩
屋
連
鯯
魚
︵
小
戈
)︵
全
て
斉
明
紀
︶︑
紀
臣
阿

閉
麻
呂
︵
天
武
紀
上
二
︑
天
武
紀
下
二
︶︑
布
勢
朝
臣
御
主
人
︵
天
武
紀
下
一
︑
持
統
紀
三
︶

一
見
し
て
先
名
型
ｃ
と
異
な
る
特
徴
は
︑
人
名
表
記
の
斑
が
多
い
こ
と
︑
数
の
割
に
重
出
が
少
な
い
こ
と
︑
継
体
紀
以
降
の
先
名
型
よ
り

も
下
っ
た
時
代
が
多
い
︑
先
名
型
ｃ
の
重
出
上
位
者
と
全
く
重
複
し
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
人
名
表
記
の
斑
は
異
な
っ
た
史
料
に
基
づ
い
て

い
る
こ
と
に
起
因
し
︑
重
出
の
少
な
さ
と
使
用
対
象
者
の
多
さ
は
︑
後
名
型
ｃ
が
広
く
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
︒
そ
し

て
︑
そ
の
時
代
の
新
し
さ
は
こ
の
型
の
時
代
性
を
反
映
す
る
も
の
と
言
え
る
︒
大
臣
・
大
連
・
大
夫
層
中
心
の
先
名
型
ｃ
上
位
者
と
の
不

一
致
は
︑
そ
の
性
質
の
相
異
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
︑
先
名
型
の
よ
う
に
権
力
中
枢
を
担
う
人
物
︑
氏
族
の
要
と
な
る
祖
先
へ
の
尊
称
と
し

﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼
称
表
記
︵
伊
藤
匡

︶
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て
で
は
な
く
︑
官
人
へ
の
一
般
的
︑
制
度
的
な
人
名
呼
称
法
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
︒

ま
た
︑
後
名
型
に
敬
称
を
用
い
る
例
は
皆
無
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
氏
に
敬
称
を
付
す
こ
と
が
相
応
し
く
な
い
と
の
認
識
や
︑
敬
称
を
付

す
意
識
が
軽
薄
と
な
っ
た
世
相
に
も
よ
ろ
う
︒
そ
の
中
で
︑
尊
称
的
な
表
記
を
為
す
場
合
は
︑
カ
バ
ネ
を
従
前
の
名
の
後
に
位
置
付
け
る

方
法
を
と
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

後
述
の
氏
単
独
型
の
如
く
︑
名
を
省
く
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
氏
を
略
し
た
事
例
は
蘇
我
蝦
夷
を
﹁
大
臣
蝦
夷
﹂
と
記
し
た
皇
極
紀
︵
皇

極
天
皇
四
年
六
月
丁
酉
朔
戊
申
条
︶
の
一
例
に
限
ら
れ
︑
ウ
ヂ
に
付
随
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒
ウ
ヂ
に
付
帯
す
る
カ
バ
ネ

の
性
格
を
よ
く
あ
ら
わ
す
事
例
と
い
え
る
︒
ま
た
︑
ウ
ヂ
名
と
カ
バ
ネ
名
を
合
わ
せ
て
﹁
姓
﹂
と
と
ら
え
る
認
識
︵
22
︶

も
そ
の
微
証
と
な
る
︒

︵
４
︶
融
合
型
︵
氏
＋
〔ｂ
役
職
／
ｃ
カ
バ
ネ
〕＋
名
＋
〔ａ
敬
称
︺
︶
⁝
一
二
例

融
合
型
ｂ
ａ
︵
氏
＋
〔役
職
〕＋
名
＋
〔敬
称
︺
︶
⁝
一
〇
例

蘇
我
大
臣
稲
目
宿
禰
が
宣
化
・
欽
明
・
用
明
紀
に
合
わ
せ
て
九
例
︑
蘇
我
大
臣
馬
子
宿
禰
が
敏
達
紀
に
一
例
み
え
る
︒
蘇
我
氏
の
な
か

の
敬
称
宿
禰
の
使
用
は
︑
蘇
我
稲
目
と
馬
子
に
限
ら
れ
て
お
り
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
が
用
い
た
系
譜
・
家
記
に
よ
る
事
由
が
察
せ
ら
れ
る
︒

形
式
と
し
て
は
︑
氏
に
役
職
を
︑
名
に
敬
称
を
付
す
新
式
に
旧
式
を
足
し
た
様
式
で
︑
後
名
型
ｂ
の
氏
＋
〔役
職
〕
＋
名
に
敬
称
を
付

し
て
敬
譲
的
意
味
合
い
を
強
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
後
名
型
が
普
及
し
た
後
︑
古
く
宿
禰
の
称
呼
法
で
表
現
さ
れ
て
い
た
稲
目
・
馬
子
に

敬
称
を
付
し
て
重
々
し
く
も
尊
称
表
現
と
し
て
用
い
た
も
の
と
み
て
よ
い
︒

融
合
型
ｃ
ａ
︵
氏
＋
〔カ
バ
ネ
〕＋
名
＋
〔敬
称
︺
︶
⁝
二
例

坂
合
部
連
贄
宿
禰
︵
雄
略
紀
︶︑
狭
狭
城
山
君
韓
帒
宿
禰
︵
顕
宗
紀
︶
の
二
例
あ
る
︒
こ
の
例
も
︑
融
合
型
ｂ
ａ
同
様
︑
敬
称
を
付
し
て

尊
称
表
現
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
坂
合
部
連
・
狭
狭
城
山
君
と
︑
王
権
内
の
権
力
中
枢
に
あ
っ
た
有
力
氏
族
と
は
い
え
ず
︑
こ
の
場
合
は
︑
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有
力
者
呼
称
法
と
し
て
の
尊
称
と
言
う
よ
り
は
︑
子
孫
か
ら
祖
先
を
称
呼
す
る
際
の
尊
称
表
記
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
後
名
型
が
一
般

的
な
人
名
呼
称
法
と
し
て
定
着
し
た
時
期
に
︑
系
譜
・
家
記
な
ど
で
祖
先
を
表
記
す
る
際
︑
強
引
に
古
来
の
敬
称
を
付
す
形
式
を
追
加
し
︑

尊
称
形
式
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

︵
５
︶
氏
単
独
型

氏
＋
〔ｂ
役
職
／
ｃ
カ
バ
ネ
︺
⁝
一
三
〇
例

名
を
略
す
も
ウ
ヂ
に
役
職
・
カ
バ
ネ
を
付
し
て
︑
個
人
名
と
し
て
使
用
し
て
い
る
例
を
取
り
上
げ
る
︒
後
名
型
の
省
略
と
も
い
え
る
が
︑

敢
え
て
省
い
て
ウ
ヂ
に
個
人
を
投
影
し
て
お
り
︑
先
名
型
の
省
略
型
の
よ
う
な
単
な
る
省
略
と
判
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
こ
こ
で
は
︑

独
自
に
項
を
設
け
て
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
︒
た
だ
そ
の
際
︑
闕
名
も
含
め
名
を
欠
い
た
た
め
こ
の
形
式
と
な
っ
た
の
か
︑
意
図
的
に
略

し
て
通
用
さ
せ
た
も
の
な
の
か
判
断
は
難
し
く
︑
個
人
を
示
し
て
い
る
か
判
定
し
難
い
も
の
も
あ
る
︒
そ
の
他
︑
見
落
と
し
が
あ
る
や
も

し
れ
ず
︑
ｂ
・
ｃ
を
合
わ
せ
て
大
ま
か
な
傾
向
や
性
質
を
述
べ
る
に
と
ど
め
る
︒

氏
単
独
型
ｂ
︵
氏
＋
〔役
職
︺
︶
⁝
五
一
例
／
氏
単
独
型
ｃ
︵
氏
＋
〔カ
バ
ネ
︺
︶
⁝
四
二
例

氏
単
独
型
ｂ
で
は
雄
略
紀
の
身
毛
君
大
夫
︵
未
詳
︶
か
ら
天
武
紀
下
の
藤
原
大
臣
︵
藤
原
鎌
足
︶︑
氏
単
独
型
ｃ
で
は
雄
略
紀
の
膳
臣
︵
未

詳
︶
か
ら
持
統
紀
の
丹
比
真
人
︵
丹
比
嶋
︶
ま
で
と
ほ
ぼ
同
じ
分
布
で
あ
る
︒
双
方
と
も
雄
略
紀
以
降
の
み
に
見
え
︑
他
形
式
よ
り
も
時

代
が
下
る
︒
全
体
を
通
し
て
︑
氏
単
独
型
ｂ
が
五
一
例
と
カ
バ
ネ
を
付
す
氏
単
独
型
ｃ
四
二
例
︵
闕
名
除
く
︶
よ
り
も
多
い
︒
こ
れ
は
︑

圧
倒
的
多
数
に
カ
バ
ネ
を
付
す
後
名
型
と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
︒
名
を
略
す
以
上
︑
大
臣
・
大
連
・
大
夫
・
内
臣
な
ど
︑
人
物
を
特

定
で
き
る
も
の
が
多
用
さ
れ
や
す
い
傾
向
を
あ
ら
わ
そ
う
︒
た
だ
し
︑
ウ
ヂ
に
敬
称
を
付
し
て
使
用
す
る
例
は
無
く
︑
ウ
ヂ
に
役
職
・
カ

バ
ネ
を
付
帯
す
る
形
式
は
後
名
型
と
同
質
で
あ
る
︒

氏
単
独
型
ｂ
は
︑
役
職
で
個
人
を
特
定
す
る
性
質
上
︑
平
群
大
臣
︵
真
鳥
︶・
大
伴
大
連
︵
室
屋
・
金
村
︶・
物
部
弓
削
大
連
︵
守
屋
︶・

﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼
称
表
記
︵
伊
藤
匡

︶
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蘇
我
大
臣
︵
馬
子
・
入
鹿
・
石
川
麻
呂
︶
蘇
我
右
大
臣
︵
石
川
麻
呂
︶・
藤
原
内
大
臣
︵
鎌
足
︶
な
ど
︑
ウ
ヂ
を
代
表
す
る
者
が
多
い
こ
と
は

至
当
で
あ
る
︒
反
面
︑
氏
単
独
型
ｃ
は
と
い
う
と
個
人
特
定
が
難
し
い
も
の
が
少
な
く
な
い
︒
大
化
二
年
三
月
辛
巳
条
の
八
群
に
わ
た
る

朝
集
使
報
告
に
は
闕
名
一
三
例
を
含
む
二
一
例
み
え
︑
当
時
は
個
人
特
定
が
可
能
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
現
在
で
は
ほ
ぼ
特
定
不
能

で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
事
例
は
︑
限
ら
れ
た
地
域
や
空
間
で
の
み
省
略
し
て
も
通
用
し
た
呼
称
が
︑
そ
の
ま
ま
正
史
に
登
載
さ
れ
た
こ
と

を
示
す
も
の
と
い
え
る
︒

ウ
ヂ
に
付
す
こ
の
形
式
は
︑
名
に
付
随
す
る
形
式
程
古
い
も
の
で
は
な
い
︒
ウ
ヂ
と
付
帯
的
な
カ
バ
ネ
と
の
関
係
と
ウ
ヂ
に
個
人
を
代

表
さ
せ
て
通
用
す
る
状
況
を
勘
考
す
れ
ば
︑
カ
バ
ネ
創
出
後
の
さ
ら
に
ウ
ヂ
名
が
定
着
し
て
以
降
の
も
の
で
あ
り
︑
後
名
型
成
立
後
に
位

置
付
け
ら
れ
よ
う
︒

以
上
の
二
形
式
以
外
に
︑
欽
明
紀
に
蘇
我
卿
︵
一
︶︑
雄
略
紀
に
大
伴
卿
︵
一
︶・
紀
卿
︵
二
︶
と
の
記
載
が
見
え
る
が
︑
先
名
・
後
名
・

融
合
型
と
も
に
一
例
も
無
い
︒
こ
れ
は
中
国
に
倣
っ
た
新
し
い
表
記
で
あ
ろ
う
︒
α

群
の
巻
の
み
に
見
え
る
︵
23
︶

こ
と
か
ら
も
そ
の
蓋
然
性
は

高
く
︑
編
纂
時
の
叙
述
で
卿
の
字
に
改
変
︑
も
し
く
は
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

三
︑
呼
称
表
記
の
変
遷
と
展
開

１
︑
変
遷

ウ
ヂ
の
発
生
は
五
世
紀
半
ば
か
ら
六
世
紀
前
半
︑
カ
バ
ネ
の
成
立
は
五
世
紀
前
半
か
ら
六
世
紀
前
半
の
幅
で
諸
説
あ
る
が
︵
24
︶

︑
ウ
ヂ
が
カ

バ
ネ
に
先
行
す
る
こ
と
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
︵
25
︶

︒
こ
れ
を
前
提
と
し
︑
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
人
名
呼
称
の
諸
形
式
の
変
遷
過
程
を
︑

そ
の
性
質
や
前
後
関
係
な
ど
か
ら
推
考
す
る
︒
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ウ
ジ
名
成
立
以
前
に
お
け
る
呼
称
表
記
の
原
初
形
態
は
︑
名
単
独
型
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
ウ
ヂ
名
発
生
に
と
も
な
っ
て
︑
名
に
敬
称
を

付
す
形
式
を
継
承
す
る
先
名
型
ａ
︵
氏
＋
名
＋
〔敬
称
︺
︶
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
先
名
型
ａ
が
︑
先
名
型
ｂ
︵
氏

＋
名
＋
〔
役
職
︺
︶︑
先
名
型
ｃ
︵
氏
＋
名
︹
カ
バ
ネ
︺
︶
よ
り
も
分
布
中
心
が
古
い
こ
と
も
そ
の
証
左
と
な
る
︒
ま
た
︑
ウ
ヂ
に
付
帯
し
て
古

形
呼
称
法
の
敬
称
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
︵
後
名
型
・
融
合
型
・
ウ
ヂ
単
独
型
と
も
に
な
い
︶
と
い
う
こ
と
は
︑
ウ
ヂ
に
付
す
形
式
の
新

し
さ
を
示
す
と
と
も
に
︑
名
に
付
属
す
る
形
式
の
古
さ
と
尊
称
と
し
て
の
機
能
を
物
語
る
︒
ウ
ヂ
に
付
す
後
名
型
よ
り
も
先
名
型
が
先
発

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︵
26
︶

︒

先
名
型
ｂ
の
役
職
を
付
す
形
式
は
︑
大
臣
や
大
連
な
ど
の
役
職
が
い
つ
頃
成
立
し
た
の
か
に
も
よ
る
が
︑
先
名
型
ａ
に
役
職
を
付
加
す

る
先
名
型
ａ
ｂ
︵
氏
＋
名
＋
〔敬
称
〕＋
〔役
職
︺
︶
を
見
る
に
︑
先
名
型
ａ
よ
り
も
時
代
が
下
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
︒
そ
の
先
名
型
ａ
ｂ
は
︑

先
名
型
ａ
に
後
発
の
先
名
型
ｂ
を
累
加
し
て
成
っ
た
も
の
で
︑
先
名
型
ａ
・
先
名
型
ｂ
以
降
の
も
の
で
あ
る
︒

問
題
は
先
名
型
ｃ
︵
氏
＋
名
＋
〔カ
バ
ネ
︺
︶
と
の
関
係
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
︑
カ
バ
ネ
成
立
の
時
期
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
︒
役
職

と
カ
バ
ネ
の
成
立
に
は
諸
説
あ
り
︑
本
稿
が
依
る
説
を
み
な
い
が
︑
両
者
と
も
尊
称
と
し
て
の
先
名
型
ａ
の
機
能
を
継
承
し
て
い
る
と
み

て
よ
い
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
︒

他
方
︑
名
の
前
に
配
置
す
る
後
名
型
は
︑
ウ
ジ
に
付
帯
す
る
カ
バ
ネ
の
発
生
を
契
機
と
し
て
︑
百
済
・
新
羅
系
人
名
呼
称
法
の
影
響
を

受
け
な
が
ら
︵
27
︶

生
じ
た
と
み
ら
れ
る
︒
こ
の
型
に
は
後
名
型
ｂ
︵
氏
＋
〔役
職
〕
＋
名
︶
と
後
名
型
ｃ
︵
氏
＋
〔
カ
バ
ネ
〕
＋
名
︶
と
が
あ
る
︒
カ

バ
ネ
を
含
む
形
式
に
つ
い
て
は
︑
ウ
ヂ
に
付
帯
す
る
性
質
上
︑
後
名
型
ｃ
が
先
行
す
る
も
の
で
︑
先
名
型
ｃ
が
後
発
と
考
え
ら
れ
る
︒
従

来
︑
先
名
型
ｃ
が
後
名
型
ｃ
に
移
行
し
た
と
み
ら
れ
て
き
た
が
︑
そ
れ
は
︑
プ
レ
カ
バ
ネ
と
も
い
う
べ
き
敬
称
と
カ
バ
ネ
を
混
同
し
た
た

め
生
じ
た
誤
解
で
あ
ろ
う
︒
後
名
型
が
制
度
的
な
面
を
有
し
た
人
名
呼
称
法
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
中
︑
身
分
階
級
の
上
部

層
︑
も
し
く
は
同
族
内
で
の
祖
先
名
を
表
現
す
る
方
法
と
し
て
︑
従
前
よ
り
尊
称
が
と
っ
て
き
た
配
列
の
先
名
型
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た

﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼
称
表
記
︵
伊
藤
匡

︶
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と
み
る
︒

役
職
を
含
む
後
名
型
ｂ
に
つ
い
て
は
︑
カ
バ
ネ

成
立
に
と
も
な
っ
て
生
じ
た
後
名
型
ｃ
の
配
列
に

倣
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

た
だ
し
︑
同
じ
く
役
職
を
含
む
先
名
型
ｂ
と
の
関

係
は
︑
後
名
型
ｂ
が
後
名
型
ｃ
に
倣
っ
て
用
い
ら

れ
︑
そ
の
尊
称
的
記
述
と
し
て
先
名
型
ｂ
と
な
っ

た
と
も
︑
役
職
成
立
後
に
先
名
型
ａ
の
影
響
を
受

け
た
尊
称
表
記
と
し
て
先
名
型
ｂ
が
成
り
︑
カ
バ

ネ
成
立
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
後
名
型
ｃ
を
受
け
て

後
名
型
ｂ
に
発
展
し
た
と
も
解
せ
ら
れ
る
︒
先
名

型
の
先
行
性
を
思
え
ば
︑
後
者
の
見
方
が
穏
当
で

あ
ろ
う
か
︒

後
名
型
と
先
名
型
の
融
合
型
は
︑
後
名
型
ｃ
・

後
名
ｂ
の
表
現
方
法
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
後
︑
そ
れ
を
先
名
型
に
変
換
す
る
で
も
な
く
︑

敬
称
を
付
し
て
尊
称
に
準
じ
た
扱
い
を
し
た
も
の

で
あ
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
後
名
型
と
い
う
制
度
的

―58―

（１）名単独型ａ

敬称

敬称

ウヂ名の成立 敬称を名に付す尊称表現の名残り

（２）先名型ａ 省略 敬称

（２）先名型ab

敬称 役職 省略

省略

敬称 役職
（大臣・大連成立）（大臣・大連成立）

（２）先名型ｂ

ウヂ 拡大 役職 役職

（５）氏単独型ｃ

カバネ の成立 カバネ

尊称的 制度的 （５）氏単独型ｂ
（２）先名型ｃ （３）後名型ｃ 役職

カバネ カバネ

（３）後名型ｂ （４）融合型ba
省略 カバネ 役職 役職 敬称

（４）融合型ca

カバネ 敬称

註 は先名型系統、 は後名型系統 、 はその影響をあらわす。

名

名

名

氏

氏

名

名

名

名氏

氏

氏

名氏

名氏

名氏

名氏

名

名

氏

【図】人名呼称法の変遷



な
表
記
を
残
し
た
ま
ま
︑
尊
称
表
現
と
し
て
お
り
︑
後
名
型
が
よ
ほ
ど
定
着
し
た
後
の
表
示
法
と
い
え
る
︒

最
後
に
︑
名
を
略
し
た
氏
単
独
型
ｂ
・
ｃ
の
位
置
付
け
で
あ
る
︒
名
を
略
し
て
ウ
ヂ
名
と
カ
バ
ネ
な
り
役
職
な
り
で
個
人
を
表
現
す
る

に
は
︑
そ
れ
を
可
能
に
す
る
認
識
土
壌
の
醸
成
が
必
須
で
あ
る
︒
ウ
ヂ
が
発
生
し
︑
そ
の
紐
帯
が
あ
る
程
度
成
熟
し
た
段
階
の
こ
と
と
思

わ
れ
る
︒
そ
の
多
く
が
︑
ウ
ヂ
を
代
表
す
る
人
物
の
名
を
略
し
た
も
の
で
︑
名
を
省
い
て
も
確
実
に
個
人
認
証
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
し

て
あ
る
︒
ウ
ヂ
を
代
表
す
る
人
物
の
名
を
省
略
し
て
︑
ウ
ヂ
名
を
一
個
人
に
負
わ
せ
る
こ
の
方
式
は
︑
最
上
級
の
尊
称
と
し
て
新
た
に
使

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
氏
＋
卿
な
ど
の
︑
敬
称
を
付
帯
さ
せ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
氏
に
︑
中
国
風
の
新
た
な
敬
称
を
付

し
た
例
が
そ
れ
を
指
し
示
す
︒

こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
た
︑
諸
呼
称
表
記
の
関
係
性
を
図
示
す
る
と
︑︻
図
︼
と
な
る
︒

２
︑
展

開

持
統
朝
の
位
記
成
立
以
降
︑
正
史
や
公
的
な
文
書
に
後
名
型
が
定
着
す
る
︵
28
︶

が
︑
天
皇
に
臣
従
す
る
官
人
と
し
て
一
律
に
表
記
形
式
を
統

一
す
る
意
図
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
︑
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
家
記
・
系
譜
な
ど
に
は
旧
来
の
尊
称
表
記
が
受
け
継
が
れ
て

き
た
︒
ま
た
︑
公
的
な
場
で
の
喚
辞
法
に
も
そ
の
残
滓
が
見
え
る
︒
そ
こ
で
次
に
︑
令
に
定
め
ら
れ
た
個
人
の
喚
辞
法
と
先
に
検
証
し
た

呼
称
表
記
と
の
繋
が
り
を
見
る
︒
公
式
令
授
位
任
官
条
と
︑
該
当
す
る
呼
称
法
を
併
記
す
る
と
︵
29
︶

︑

①

天
皇
の
面
前
で
︑
授
位
任
官
の
際
の
喚
辞
法

三
位
以
上
⁚
先
レ

名
後
レ

姓
︵
氏
名
姓
⁚
例

大
伴
万
呂
宿
禰
︶
⁝
先
名
型
ｃ

四
位
以
下
⁚
先
レ

姓
後
レ

名
︵
氏
姓
名
⁚
例
・
大
伴
宿
禰
万
呂
︶
⁝
後
名
型
ｃ

②

天
皇
の
面
前
で
︑
授
位
任
官
以
外
の
際
の
喚
辞
法

﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼
称
表
記
︵
伊
藤
匡

︶
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三
位
以
上
⁚
直
称
レ

姓
︵
氏
姓
／
例
・
大
伴
宿
禰
︶
⁝
氏
単
独
型
ｃ
／
若
右
大
臣
以
上
⁚
称
二

官
名
一

︵
氏
官
職
⁚
左
大
臣
藤
原
朝
臣
︶

四
位
⁚
先
レ

名
後
レ

姓
︵
氏
名
姓
︶
⁝
先
名
型
ｃ
／
五
位
⁚
先
レ

姓
後
レ

名
︵
氏
姓
名
︶
⁝
後
名
型
ｃ

六
位
以
下
⁚
去
レ

姓
称
レ

名
︵
氏
名
⁚
大
伴
万
呂
︶

③

御
所
以
外
の
場
で
︑
政
務
の
際
の
喚
辞
法

太
政
官

三
位
以
上
⁚
称
二

大
夫
一

︵
氏
大
夫
⁚
大
伴
大
夫
︶
／
四
位
⁚
称
レ

姓
︵
氏
姓
︶
⁝
氏
単
独
型
ｃ

五
位
⁚
先
レ

名
後
レ

姓
︵
氏
名
姓
︶
⁝
先
名
型
ｃ

弁
官
八
省

五
位
以
上
⁚
惣
称
二

大
夫
一

﹃
日
本
書
紀
﹄
の
呼
称
表
記
を
用
い
て
関
係
を
見
る
と
︑
①
先
名
型
ｃ＞

後
名
型
ｃ
︑
②
氏
単
独
型
新
︵
︹
役
職
〕
＋
氏
＋
〔カ
バ
ネ
︺
)＞

氏

単
独
型
ｃ＞

先
名
型
ｃ＞

後
名
型
ｃ
︑
③
氏
単
独
型
新
︵
氏
＋
〔敬
称
︺
︶＞

氏
単
独
型
ｃ＞

先
名
型
ｃ
で
あ
る
︒
①
の
授
位
任
官
は
個
人

を
対
象
と
す
る
性
質
上
︑
省
略
し
た
形
を
と
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
場
合
は
︑
尊
称
表
記
と
し
て
の
先
名
型
が
上
位
と
な
る
︒
②
の

名
を
省
略
し
た
︹
役
職
〕
＋
氏
＋
〔カ
バ
ネ
︺
は
持
統
紀
に
﹁
右
大
臣
丹
比
真
人
﹂
二
例
が
あ
る
の
み
で
︑
そ
の
新
奇
性
が
窺
え
る
︒
個

人
に
ウ
ヂ
を
代
表
さ
せ
る
氏
単
独
型
ｃ
に
︑
さ
ら
に
最
上
位
の
役
職
を
冠
す
る
こ
と
で
氏
単
独
型
ｃ
と
の
差
異
化
を
図
っ
た
も
の
と
も
い

え
よ
う
︒
③
は
ウ
ヂ
に
敬
称
の
﹁
大
夫
﹂
を
付
し
て
最
上
表
現
と
し
︑
そ
の
後
は
②
と
同
一
で
あ
る
︒
こ
の
規
定
は
︑﹃
続
日
本
紀
﹄
養

老
五
年
︵
七
二
一
︶
十
月
乙
亥
条
の
﹁
太
政
官
処
分
︒
唱
考
之
日
︒
三
位
称
レ

卿
︒
四
位
称
レ

姓
︒
五
位
先
レ

名
後
レ

姓
︒
自
今
以
去
︒
永

為
二

恒
例
一︒﹂
と
︑
③
の
大
夫
を
卿
と
す
る
以
外
同
一
内
容
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
か
ら
は
︑
呼
称
法
と
し
て
古
い
尊
称
的
な
先
名
型
は
喚
辞
法
の
中
に
息
づ
く
も
︑
ウ
ヂ
と
カ
バ
ネ
で
個
人
を
表
現
す
る
こ
と
で

尊
称
的
意
味
合
い
を
持
た
せ
た
用
法
が
︑
そ
の
上
位
層
に
使
用
さ
れ
た
︒
ま
た
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
に
馴
染
み
の
な
い
︑
敬
称
の
﹁
大
夫
﹂・

﹁
卿
﹂
を
氏
に
付
す
新
形
式
が
︑
太
政
官
以
下
に
お
い
て
最
上
級
喚
辞
法
の
尊
称
と
し
て
使
わ
れ
る
な
ど
︑
新
旧
融
合
し
た
姿
が
み
ら
れ
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る
の
で
あ
る
︒

そ
の
他
︑
天
武
朝
以
降
の
墓
誌
︵
以
下
﹃
日
本
古
代
の
墓
誌
﹄
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
資
料
館
︑
一
九
七
七
年
よ
り
︶
に
︑

・﹁
小
野
毛
人
朝
臣
之
墓
営
造
歳
次
丁
丑
年
十
二
月
上
旬
即
葬
﹂︵
﹁
小
野
毛
人
墓
誌
一
面
﹂
︶

・﹁
壬
申
年
将
軍
左
衛
士
府
督
正
四
位
上
文
祢
麻
呂
忌
寸

慶
雲
四
年
歳
次
丁
未
九
月
廿
一
日
卒
﹂︵
﹁
文
祢
麻
呂
墓
出
土
品
﹂
︶

・﹁
下
道
圀
勝
弟
圀
依
朝
臣
右
二
人
母
夫
人
之
骨
蔵
器
故
知
後
人
明
不
可
移
破
﹂︵
﹁
下
道
圀
勝
圀
依
母
夫
人
骨
蔵
器

一
合
﹂
︶

・﹁
因
幡
国
法
美
郡
伊
福
吉
部
徳
足
比
売
臣
﹂︵
﹁
伊
福
吉
部
徳
足
比
売
骨
蔵
器
﹂
︶

・﹁
我
祖
美
努
岡
萬
連
飛
鳥
淨
御
原
天
皇
御
世
甲
申
年
正
月
十
六
日
﹂︵
﹁
美
努
岡
万
墓
誌
一
面
﹂
︶

・﹁
従
三
位
行
左
大
弁
石
川
石
足
朝
臣
長
子
御
史
大
夫
正
三
位
兼
行
神
祇
伯
年
足
朝
臣
﹂︵
﹁
石
川
年
足
墓
出
土
品
﹂
︶

と
見
え
︑
先
に
触
れ
た
﹃
天
孫
本
紀
﹄・﹃
古
屋
家
系
譜
﹄・﹃
和
邇
部
系
図
﹄・﹃
伊
福
部
臣
古
志
﹄・﹃
紀
氏
家
牒
﹄
な
ど
で
の
先
名
型
利
用

と
合
わ
せ
考
え
る
と
︑
氏
族
内
の
私
的
文
書
・
空
間
で
は
︑
未
だ
遺
風
の
先
名
型
が
祖
先
に
対
す
る
尊
称
と
し
て
通
用
し
て
い
た
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
る
︒

結

語

以
上
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼
称
表
記
の
検
討
か
ら
︑
そ
の
分
類
・
用
法
と
変
遷
過
程
に
つ
い
て
の
仮
説
を
提
示
し
た
︒
総
括
は
先
の

変
遷
図
な
ど
に
譲
り
︑
人
名
呼
称
法
を
用
い
た
﹃
日
本
書
紀
﹄
編
纂
素
材
へ
の
視
座
を
簡
便
に
指
摘
し
て
擱
筆
す
る
こ
と
に
す
る
︒

蘇
我
氏
を
例
に
と
る
と
︑
満
智
︵
一
︶・
韓
子
︵
一
︶・
稲
目
︵
四
︶・
馬
子
︵
一
六
︶
ま
で
全
て
先
名
型
で
あ
る
が
︑
そ
の
直
系
蝦
夷
は

九
分
の
七
︑
入
鹿
は
八
分
の
七
で
後
名
型
と
な
る
︵
30
︶

︒
か
わ
り
に
傍
系
倉
麻
呂
系
統
の
石
川
麻
呂
︵
九
︶・
連
子
︵
一
︶・
日
向
︵
一
︶
が
全
て
︑

﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼
称
表
記
︵
伊
藤
匡

︶
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赤
兄
が
一
二
分
の
一
〇
︑
果
安
は
七
分
の
三
が
先
名
型
と
な
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
次
世
代
安
麻
呂
︵
一
︶
・
虫
名
︵
二
︶
が
後
名
型
を
と

る
こ
と
か
ら
︑
安
麻
呂
・
虫
名
︑
そ
の
子
石
足
ら
が
提
出
し
た
家
記
・
系
図
な
ど
が
素
材
と
し
て
想
察
さ
れ
る
︒
近
年
︑
蘇
我
赤
兄
を
再

評
価
す
る
論
稿
も
み
ら
れ
る
が
︵
31
︶

︑
そ
も
そ
も
呼
称
法
と
し
て
は
蝦
夷
・
入
鹿
に
比
し
て
遥
か
に
高
評
価
で
あ
る
︒
ま
た
︑
大
伴
氏
で
は
︑

武
日
︵
二
︶・
談
︵
三
︶・
糠
手
古
︵
四
︶
が
全
て
︑
室
屋
の
一
三
分
の
一
一
︑
金
村
が
二
三
分
の
一
三
︑
狭
手
彦
は
三
分
の
二
が
先
名
型

で
あ
り
︑
金
村
を
除
い
て
先
名
型
が
そ
の
主
要
形
式
を
為
し
て
い
る
︒
次
世
代
以
降
で
は
︑
咋
が
六
分
の
三
・
長
徳
で
五
分
の
二
と
拮
抗

す
る
︒
壬
申
の
乱
で
功
績
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
馬
来
田
︵
二
︶・
吹
負
︵
三
︶・
安
麻
呂
︵
五
︶
は
全
て
︑
御
行
は
六
分
の
五
が
後
名
型

と
反
転
す
る
︒
先
名
型
か
ら
後
名
型
へ
の
移
行
以
上
に
︑
用
い
た
資
料
性
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
先
名
型
に
は
大
伴
氏
の
家

記
に
よ
る
祖
先
へ
の
尊
称
表
記
︑
金
村
の
後
名
型
の
多
さ
は
そ
の
施
政
に
批
判
的
な
史
料
︑
壬
申
の
乱
功
労
者
の
後
名
型
に
は
︑
倉
本
一

宏
氏
ら
が
推
定
す
る
﹁
大
伴
吹
負
戦
記
︵
32
︶

﹂
に
よ
る
影
響
が
想
定
さ
れ
る
︒

ま
た
︑
同
一
人
物
で
先
名
型
と
後
名
型
の
形
式
や
人
名
表
記
の
不
統
一
は
多
事
例
あ
り
︑
編
纂
段
階
で
先
名
型
・
後
名
型
の
調
整
を
熱

心
に
行
わ
な
か
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
︒
さ
す
れ
ば
︑
そ
の
表
記
か
ら
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
素
材
や
記
録
者
像
を
推
考
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

り
︑
こ
れ
ら
先
名
型
と
後
名
型
の
相
違
は
︑
編
纂
資
料
を
究
明
す
る
上
で
の
指
標
と
成
り
得
る
︒
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
﹃
日
本
書
紀
﹄

を
素
材
と
し
た
人
名
呼
称
表
記
の
検
証
結
果
が
︑
ど
の
程
度
普
遍
化
で
き
る
か
と
と
も
に
︑
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

末
筆
な
が
ら
︑
本
稿
の
契
機
は
︑
本
学
大
学
院
在
籍
時
に
︑
指
導
教
官
の
渡
辺
寛
先
生
か
ら
﹁
教
授
渡
辺
寛
と
渡
辺
寛
教
授
で
は
意
味

合
い
が
違
う
︒
そ
の
よ
う
な
表
記
の
違
い
か
ら
日
本
書
紀
の
分
析
を
行
っ
て
も
面
白
い
の
で
は
な
い
か
﹂
と
か
け
て
頂
い
た
御
言
葉
に
あ

る
︒
あ
れ
か
ら
自
身
の
怠
惰
で
一
〇
年
を
経
て
し
ま
っ
た
が
︑
こ
こ
に
拙
文
を
献
じ
て
そ
の
学
恩
に
謝
し
た
い
︒
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註

︵
１
︶
逆
称
・
順
称
は
黛
弘
道
﹁
位
記
の
始
用
と
そ
の
意
義
﹂︵﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄
一
七
︑
一
九
六
八
年
︶︑
先
名
後
姓
・
先
姓
後
名
は
公
式
令
授
位
任
官
条

に
よ
る
︒

︵
２
︶
黛
前
掲
註
︵
１
︶
論
文
︒

︵
３
︶
平
野
邦
雄
﹁
わ
が
氏
姓
表
記
法
の
発
展
﹂︵﹃
大
化
前
代
社
会
組
織
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
九
年
︶︒

︵
４
︶
黛
前
掲
註
︵
１
︶
論
文
︒

︵
５
︶
阿
部
武
彦
﹁
古
代
人
の
名
と
尊
称
﹂︵﹃
日
本
古
代
の
氏
族
と
祭
祀
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
四
年
︶
︒

︵
６
︶
井
上
光
貞
﹁
カ
バ
ネ
・
位
階
・
官
職
﹂︵﹃
井
上
光
貞
著
作
集
﹄
第
五
巻
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
八
六
年
︶︒

︵
７
︶
吉
田
孝
﹁
﹁
氏
﹂
の
構
造
︱
氏
上
と
天
皇
︱
﹂︵﹃
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八
三
年
︶︑
吉
村
武
彦
﹁
六
世
紀
に
お
け
る
氏
・

姓
制
の
研
究
﹂︵﹃
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
﹄
三
九
︑
一
九
九
六
年
︶
な
ど
︒

︵
８
︶
令
制
的
で
︑
確
実
に
編
纂
時
の
改
筆
と
判
断
さ
れ
る
氏
＋
卿
︵
四
例
︶
は
︑
混
乱
を
避
け
る
た
め
こ
こ
で
は
除
外
す
る
︒
第
二
章
の
︵
５
︶
氏
単

独
型
の
項
で
触
れ
る
︒

︵
９
︶
田
中
卓
﹁
﹃
天
孫
本
紀
﹄
の
系
図
﹂︵﹃
田
中
卓
著
作
集
２
﹄
国
書
刊
行
会
︑
一
九
八
六
年
︶︒

︵
10
︶
阿
倍
前
掲
︵
５
︶
論
文
︒

︵
11
︶
大
臣
・
大
連
制
を
否
定
す
る
佐
藤
長
門
﹁
倭
王
権
に
お
け
る
合
議
制
の
史
的
展
開
﹂︵
﹃
日
本
古
代
の
国
家
と
祭
儀
﹄
雄
山
閣
︑
一
九
九
六
年
︶
︑
黒

田
達
也
﹁
日
本
古
代
の
﹁
大
臣
﹂﹂︵﹃
朝
鮮
・
中
国
と
日
本
古
代
大
臣
制
﹄
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︑
二
〇
〇
七
年
︶
も
見
え
る
が
︑
こ
こ
は
従
来

か
ら
の
︑
吉
村
武
彦
﹁
仕
奉
と
氏
・
職
位
﹂︵﹃
日
本
古
代
の
社
会
と
国
家
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
六
年
︶
が
示
す
代
替
わ
り
ご
と
に
承
認
さ
れ
る

大
臣
・
大
連
制
像
を
前
提
と
す
る
︒

﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼
称
表
記
︵
伊
藤
匡

︶
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︵
12
︶
日
野
昭
﹁
日
本
書
紀
の
人
名
称
呼
法
に
つ
い
て
の
一
考
察
﹂︵﹃
龍
谷
大
学
論
集
﹄
三
八
六
︑
一
九
六
八
年
︶︒

︵
13
︶
溝
口
睦
子
﹁
大
伴
氏
の
現
存
系
譜
の
考
察
﹂︵﹃
古
代
氏
族
の
系
譜
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
七
年
︶
︒

︵
14
︶
田
中
卓
﹁
﹃
紀
氏
家
牒
﹄
に
つ
い
て
﹂︵
田
中
前
掲
註
︵
９
︶
同
書
︒
初
出
は
一
九
五
七
年
︶︒

︵
15
︶
竹
本
晃
﹁
古
代
人
名
表
記
の
﹁
連
公
﹂
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
日
本
古
代
の
王
権
と
社
会
﹄
塙
書
房
︑
二
〇
一
〇
年
︶
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
に
無
い
﹁
連

公
﹂
に
つ
い
て
︑
単
な
る
謙
称
・
尊
称
で
な
く
︑﹁
政
治
的
な
意
味
合
い
が
内
包
さ
れ
る
呼
称
﹂
と
し
︑
カ
バ
ネ
﹁
連
﹂
よ
り
先
行
す
る
可
能
性
を

示
す
︒

︵
16
︶
田
中
卓
﹁
﹃
丹
生
祝
氏
本
系
帳
﹄
の
校
訂
と
研
究
﹂︵
田
中
前
掲
註
︵
９
︶
同
書
︒
初
出
は
一
九
五
八
年
︶︒

︵
17
︶
田
中
卓
﹁
不
破
の
関
を
め
ぐ
る
古
代
氏
族
の
動
向
﹂︵﹃
日
本
国
家
成
立
の
研
究
﹄
皇
學
館
大
学
出
版
部
︑
一
九
七
四
年
︒
初
出
は
一
九
五
八
年
︶︒

︵
18
︶
田
中
卓
﹁
﹃
因
幡
国
伊
福
部
臣
古
志
﹄
の
校
訂
と
系
図
﹂︵
田
中
前
掲
註
︵
９
︶
同
書
︶︒

︵
19
︶
中
山
薫
﹁
持
統
紀
の
人
名
表
記
に
つ
い
て
﹂︵﹃
日
本
書
紀
研
究
﹄
二
〇
︑
一
九
九
六
年
︶
は
持
統
紀
の
先
名
型
に
注
目
し
︑
持
統
紀
が
用
い
た
史

料
上
の
問
題
に
帰
し
て
い
る
︒

︵
20
︶
黛
前
掲
註
︵
１
︶
論
文
︒

︵
21
︶
溝
口
睦
子
﹁
カ
バ
ネ
制
度
と
氏
祖
伝
承
︵
下
︶﹂︵﹃
文
学
﹄
五
一

−

五
︑
一
九
八
三
年
︶
は
︑
﹁
日
本
書
紀
の
人
名
表
記
で
み
る
と
︑
継
体
︑
欽
明

以
後
に
氏
の
名
＋
称
号
＋
個
人
名
の
表
記
法
が
整
然
と
と
と
の
っ
て
き
て
お
り
︑
少
な
く
と
も
文
献
資
料
は
︑
こ
の
あ
た
り
に
﹁
姓
﹂
成
立
に
つ

い
て
の
一
つ
の
画
期
を
も
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
﹂
と
︑
画
期
を
継
体
・
欽
明
朝
に
求
め
て
い
る
が
︑
雄
略
朝
と
も
解
せ
る
︒

︵
22
︶
加
藤
晃
﹁
我
が
国
に
お
け
る
姓
の
成
立
に
つ
い
て
﹂︵﹃
続
日
本
古
代
史
論
集
﹄
上
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
二
年
︶︒

︵
23
︶
森
博
達
﹃
日
本
書
紀
の
謎
を
解
く
﹄︵
中
公
新
書
︑
一
九
九
九
年
︶︑
同
﹃
日
本
書
紀
成
立
の
真
実
﹄
中
央
公
論
新
社
︑
二
〇
一
一
年
︶︒

︵
24
︶
研
究
史
に
つ
い
て
は
︑
山
尾
幸
久
﹃
カ
バ
ネ
の
成
立
と
天
皇
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
八
年
︑
中
村
友
一
﹁﹁
氏
姓
﹂
の
成
立
と
そ
の
契
機
﹂︵
﹃
日

―64―



本
古
代
の
氏
姓
制
﹄
八
木
書
店
︑
二
〇
〇
九
年
︶︒

︵
25
︶
吉
村
武
彦
﹁
古
代
社
会
と
律
令
制
国
家
の
成
立
﹂︵
吉
村
前
掲
註
︵
11
︶
同
書
︶
な
ど
︒

︵
26
︶
加
藤
前
掲
註
︵
22
︶
論
文
︒

︵
27
︶
平
野
邦
雄
﹁
日
本
書
紀
に
あ
ら
わ
れ
た
古
代
朝
鮮
人
名
﹂︵﹃
続
日
本
古
代
史
論
集
上
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
二
年
︶︒
平
野
前
掲
註
︵
３
︶
論
文
︒

︵
28
︶
黛
前
掲
註
︵
１
︶
論
文
︒

︵
29
︶
③
弁
官
八
省
の
条
文
以
下
つ
い
て
は
︑
関
晃
﹁
大
化
前
後
の
大
夫
に
つ
い
て
﹂︵﹃
関
晃
著
作
集
２
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
六
年
︒
初
出
は

一
九
六
九
年
︶
の
大
宝
令
復
元
案
に
よ
る
︒

︵
30
︶
野
田
嶺
志
﹁
入
鹿
と
女
帝
﹂︵﹃
史
苑
﹄
六
一

−
二
︑
二
〇
〇
一
年
︶
は
︑
蘇
我
氏
専
横
説
の
根
拠
と
指
摘
す
る
︒

︵
31
︶
中
村
修
也
﹁
蘇
我
赤
兄
の
再
評
価
﹂︵﹃
王
権
と
信
仰
の
古
代
史
﹄︑
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
五
年
︶︒

︵
32
︶
倉
本
一
宏
﹁
﹃
日
本
書
紀
﹄
壬
申
紀
の
再
構
築
﹂︵﹃
王
権
と
信
仰
の
古
代
史
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
五
年
︶︒

︵
い
と
う

ま
さ
よ
し
・
愛
知
工
業
大
学
名
電
高
等
学
校
教
諭
︶

﹃
日
本
書
紀
﹄
人
名
呼
称
表
記
︵
伊
藤
匡

︶
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